
（2021.2） 
“つながろう つなげよう 安心のまち りっとう” 

「赤い羽根共同募金助成事業」  

 

申請に関する Ｑ＆Ａ 
 

 

 

 

 

 Ａ１ 対象になります。サロン活動は「つどい場応援助成」の対象です。また見守りあい活動助成

と、合算して助成を受けることも可能です。 

    ただし、事業の実施に必要な資金の確保が困難である組織を対象に助成をしておりますので、

他の民間助成金や公的な補助金など多額の助成を受けている場合は助成対象とならないこと

もあります。 

    また、自治会など地域組織と協力して、継続的に開催できるよう協議いただくようおすすめ

しております。 

 

 

 

 

Ａ２  定期的、継続的なつながり活動ですので「地域や人をつなげる事業助成」の対象になりま 

すが、条件によっては対象外となることもあります。 

       ・概ね１０人以上が活動に参加しているもの 

 ・事業の実施に必要な資金の確保が困難であること 

 ・会員制など、特定の個人やグループ、団体のみに参加対象が限定されないこと 

上記の条件等についてご確認ください。また、助成金額については、総事業費の３分の２ 

を目安にしてください。 

 

 

  

  

Ａ３ 本助成事業ではなく、「ふるさと生活サポート応援隊 活動資金助成事業」にて助成をします。

ご活用ください。 

    「ふるさと生活サポート応援隊 活動資金助成事業」は、栗東市内において、子どもたちや 

生活にお困りの方が安心して生活できるように支援する取り組みや活動（子ども食堂、フリ 

ースペース）に対し、助成します。 

実施や助成申請をお考えの方は、栗東市社会福祉協議会にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 Ａ４ 報償費については、ボランティアを講師として依頼する場合は交通費実費程度、専門の講師

の場合は 1時間５，０００円程度とします。 

    これは、助成の種類に関係なく報償費の金額の目安額とさせていただきます。 

 

 

 

Ｑ４ 講師を呼んで、学習会、研修会を開催したいと思います。講師の謝礼の目安額はどれぐらい

ですか？ 

Ｑ２ ボランティアで毎月子育てサロンを開所しています。助成対象になりますか？ 

 

 

Ｑ１ ボランティアグループが企画・運営して、地域住民を対象としたサロンを開催しています。

あわせて見守りあい活動も検討しています。助成対象になりますか？ 

Ｑ３ 地域の有志で定期的に子ども食堂をしています。助成対象になりますか？ 



 

 

 

 

 Ａ５  自己資金は助成を希望される事業にかかる総事業費の１／３以上充当してください。 

     なお、自己資金については参加利用者からの参加費や組織の事業収入、前年度繰越金などを

充当ください。ただし、事業の実施に必要な資金の確保が困難である組織を対象に助成をし

ますので、他の民間助成金や市の補助金など多額の助成を受けている場合は助成対象となら

ないこともあります。 

 

 

 

 

 

Ａ６  助成申請額は総事業費の３分の２としますので、それぞれ計算して申請してください。 

      なお、別表１の「（２）地域や人をつなげる事業助成 つながりをよりひろげる活動」につ

いては、市内全域で実施の場合は昨年度活動実績をもとに参加予定人数（開催規模）に応じ

て、目安額を設けておりますので参考に申請してください。 

     

参加予定のべ人数 助成の目安額 

100名以上 ６０，０００円 

50名～99名 ５０，０００円 

20名～49名 ３０，０００円 

19名以下 ２０，０００円 

      

 

 

 

 

Ａ７ この助成は栗東市のみなさまからいただいた「赤い羽根共同募金」を活用しています。共同

募金は「じぶんの町を良くするしくみ」として広く住民のみなさまにご理解いただきたく、

寄付いただいた方へどのように募金が使われているかを知っていただくため、周知をお願い

します。 

     案内チラシなどに赤い羽根共同募金のキャラクターのカットなどを使用される場合は、デー

タ等でお渡ししますので、お気軽にお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ５  自己資金はどれぐらい充当しなければなりませんか？ 

Ｑ６ 別表１には、助成額の上限が記載されていますが、助成申請額は上限額を申請すればいいの 

ですか？ 

 

 

Ｑ７ なぜ、赤い羽根共同募金の助成による事業であることを周知しなければならないのですか？ 

 

 

 

「これは申請できる事業？」「申請書の書き方がわからない」こんな時もご相談に

応じます。お気軽にご相談ください。 

 

 栗東市共同募金委員会 ＜事務局：栗東市社会福祉協議会＞ 

 〒５２０－３０１５ 滋賀県栗東市安養寺 190番地 

（総合福祉保健センター なごやかセンター内） 

      電話：５５４－６１０５  ＦＡＸ：５５４－６１０６ 

 


